
 

 

割賦販売前払式特定取引業者立入検査要綱 

（平成２３年４月２２日決裁） 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、割賦販売法（昭和３６年法律第１５９号。以下「法」という。）第４１条

に基づく立入検査をするために必要な事項を定め、もって前払式特定取引業者（法第３５条の

３の６１の許可を受けた者、以下「許可業者」という。）の健全な発展及び消費者保護を図る

ことを目的とする。 

 （検査の対象） 

第２条 検査の対象は、埼玉県の区域内にのみ営業所及び代理店を設置して事業を営む許可業者

とする。 

 （検査員） 

第３条 検査は、知事が指定した埼玉県職員及び知事が委嘱した公認会計士法（昭和２３年法律

第１０３号）第１７条の規定に基づく公認会計士名簿に登録されている者（以下いずれも「検

査員」という。）が行うものとする。 

 （証票の提示） 

第４条 検査員は、検査に際しては、別記様式の証票を携帯し、検査を行う許可業者又はその関

係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 

 （検査事項） 

第５条 許可業者に対する検査は、次の各号に定める内容について帳簿書類その他の物件を調べ

ることにより行うものとする。また、必要に応じ助言及び指導を行う。  

（１）許可業者の会計全般 

（２）許可業者の業務全般 

 （検査の場所） 

第６条 検査は、許可業者の事務所、店舗、その他の付属施設等において行うものとする。ただ

し、特別の事由があると認められる場合は、この限りでない。 

 （事前通知） 

第７条 検査は、あらかじめ許可業者に通知して行うものとする。ただし、やむを得ない事由が

あるときは、この限りでない。  

  （検査の立会い） 

第８条 検査に際しては、許可業者の代表者又はその他の責任者１人以上の者を立ち合わせなけ

ればならない。 

 （検査終了後の措置） 

第９条 検査員は、検査を終了したときは、検査を行った許可業者の代表者又はその他の責任者

の参集を求めて、検査の結果について講評を行うものとする。 

２ 検査員のうち公認会計士の資格を有する者は、検査の終了後すみやかに、その結果について

別に定める検査報告書を作成し、知事に提出しなければならない。 

３ 検査員のうち埼玉県職員は、前項の検査報告書受領後、当該検査の結果について経済産業省

の定める様式により報告書を作成し、経済産業大臣に報告しなければならない。 

 （検査の拒否等に対する措置） 

第１０条 検査員は、検査の拒否、妨害、忌避、その他重大な事故により検査を行うことが困難で 

あると認めたときは、直ちに知事にその旨を報告し、知事の指示を受けなければならない。 

  （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項については、県民生活部長 

が定める。 

       附 則 

 この要綱は、平成２３年４月２２日から施行する。  

      附 則 

 この要綱は、平成３０年６月１日から施行する。 



 

 

附 則 

 この要綱は、令和４年１月２５日から施行する。  



 

 

                検査員の証票 

 

 

                  （表面） 

  

身分証明書 

                               第  号 

 

       次の者は、割賦販売法第 41 条第 1 項又は第 5 項の規定による立入検査の 

      権限を有する職員であることを証明する。 

 

     所属・職名                

     氏   名                

     生年月日                

     有効期限       年  月  日  

 

                     年  月  日 

 

                  埼 玉 県 知 事 

 

 

 

                  （裏面） 

割賦販売法（抜粋） 

       （立入検査） 

      第４１条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括  

      信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第３５条の３の６１の許可を受け  

      た者、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者又は認定割賦販売協会の営業所又は事務 

      所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。 

      ５ 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、そ  

      の職員に、密接関係者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査（個別信用購入あつ  

      せん業者の第３５条の３の５及び第３５条の３の７本文の規定の遵守の状況に係るものに限る。）をさせる  

      ことができる。 

      ７ 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければ  

      ならない。 

      ８ 第１項から第６項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては  

      ならない。 

       （都道府県が処理する事務） 

      第４７条 この法律に規定する主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるとこ  

      ろにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 

       〔罰則〕 

      第５３条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に処する。 

      （９） 第４１条第１項から第６項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者  

     


